
  

平成 30 年 11 月 30 日 

 

各   位 

 

会 社 名 株 式 会 社 あ か つ き 本 社 

代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明 

（コード ８７３７ 東証第２部） 

問合せ先 取締役執行役員社長室長 川中 雅浩 

（TEL 03－6821－0606） 

 

新株予約権の行使請求取次依頼書 再発行請求期限に関するお知らせ 

 
平成 30 年８月 24 日に当社が発行いたしました第３回新株予約権（以下「本新株予約権」といいま

す。）の行使手続き時にご提出いただく「第３回新株予約権割当ご通知兼行使請求取次依頼書」（以下

「行使請求取次依頼書」といいます。）について、当社の株主名簿管理人であります三菱 UFJ 信託銀

行株式会社より再発行請求の受付期限につきまして通知がありましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

【行使請求取次依頼書再発行請求 最終受付期限】 

平成 30 年 12 月 18 日（火）17：00 まで 

 

 

（注１）行使期間の満了日直前の行使について 

本新株予約権を行使するためには、行使期間の満了日である平成 30 年 12 月 25 日（火）までに、

行使請求受付場所である三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部で本新株予約権の行使請求取次ぎ

に必要な書類が受理され、かつ行使価額の払込みがなされていることが確認できることが必要と

なります。 

行使請求取次ぎについては、お取引のある証券会社等に行使請求取次依頼書を提出していただ

き、証券会社等が行使請求受付場所（三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部）に取次ぎを行いま

す。そのため、行使期間の満了日直前に行使請求取次依頼書を提出された場合、行使請求期間内

に行使請求受付場所に到達せず、行使請求の効力が生じない可能性があります。 

詳細につきましては、お取引のある証券会社等に必ずご確認くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

（注２）証券会社等による行使請求取次手続きの受付期限について 

本新株予約権の権利行使期間は平成 30 年 12 月 25 日（火）までですが、証券会社等により行使

請求取次手続きの受付に期限を設けている場合がございますので、必ずお取引のある証券会社等

にご確認くださいますようお願い申し上げます。 

以 上 

 

 
お問い合わせ窓口：株主名簿管理人 

         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

         電話 ０１２０－６９６－２４２ 

         受付時間 ９：００～１７：００（土日祝日等を除く平日）


